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第３４回農業委員会（総会） 

 令 和 ５ 年 ４ 月 １ ０ 日 

 午  後  １時３０分から 

 市 役 所  行 政 委 員 会 室 

第  １    会議録署名委員の指名 

 

第    ２    報告第１０号 

農地法第４条第１項第８号の規定による届出の報告について（報告）… ５件 

 

第  ３  報告第１１号 

農地法第５条第１項第７号の規定による届出の報告について（報告）… ７件 

 

第  ４  議 第１５号 

農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて  

提案説明、案件に対する質疑、採決                        … ７件 

 

第  ５  議 第１６号 

農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決               … ２件 

 

第    ６  議 第１７号 

農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決               … １件 

 

第  ７  議 第１８号 

相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付につき、議決を求めることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決               … １件 

              

第  ８  議 第１９号 

草津市農業委員会事務局規程の改正につき、議決を求めることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決               … １件 

              

第  ９  議 第２０号 

草津市農業委員会が保有する個人情報の保護に関する規程の制定につき、議決を求 

めることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決               … １件 
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第 １０  議 第２１号 

農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を求めることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決              … １０件 
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1.農業委員 
      

・会議に出席した委員 
      

 

 １番 
 
山元 泰宏 ２番 

 
石田 隆司 ３番  中野 隆史 

 

 ４番  横江 岩美 ５番  横江 年男 ６番  堀井 信一 

 

７番   山本 英裕 ８番  木村 幸夫 ９番  木下 範明  

 
１１番  小川 雅嗣 １２番  横江 吉美 １３番  中村 好明 

 
１４番  堀  裕子       

・会議に欠席した委員   

    １０番 中島 紀昭     

２.農地利用最適化推進委員                                                    

・会議に出席した委員                                                     

 
１番  奥村 和夫 ２番  吉川 眞史 ３番  田村 捨要 

 
４番  中西 真由巳 ５番  久保 和久 ６番  三澤  

 
７番  山田 稔幸 ８番  中川 正平 １０番  葛原 孝博 

 
         

３.事務局 

・会議に出席した職員                                                     

  事務局長  相井 義博  参事 
 
服部 英亜  主任   宇野 耀 

 農林水産課         

    課長   田中 昌高   山元 一子    
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事務局長 

 

では、定刻となりましたので、只今から第３４回農業委員会総会を開催いた

します。 

インフルエンザ、並びにコロナウィルス感染症対策として適宜、換気のため

窓・扉の開放を行います。 

本市では、庁舎内において、職員は、マスク着用とされております。委員各

位も、特別公務員のお立場もありますことから、同様の取り扱いとさせていた

だきますので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

なお、傍聴の方がいらした場合、制限まではできませんが、会議の主催者と

して、任意で、マスクの着用をお願いしたいと考えております。 

また、マスク着用のほか、部屋への入室にあたっては、アルコール消毒につ

いて、ご協力をお願いします。 

なお、会議途中に、体調がすぐれず、発熱の疑いがある場合、無理せず、お

申し出いただきますよう、併せてお願いいたします。 

本日、１０番 中島紀昭委員が欠席されておりますが、出席委員は１４名中

１３名で、定足数に達し、総会が成立しておりますことを御報告いたします。 

本日は傍聴の方はおられません。 

なお、議案説明については、個人情報の関係から個人が特定されない表現で

説明等を行いますので、御了承願います。 

 

事務局長 

 

それでは、農業委員会憲章の唱和を、お願いします。 

 

（農業委員会憲章の唱和） 

 

事務局長 ありがとうございました。それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

みなさまご苦労様でございます。第３４回総会にお忙しい中出席をいただき

ましてありがとうございます。農業の段取りも早い方は始まり忙しくなりま

す。みなさま健康・安全には気を付けていただきますようお願いいたします。 

 

会長 ただいまから、第３４回草津市農業委員会総会を開会します。 

本日の議事日程は、予め、お手元に配布いたした通りでありますので、これ

をご了承願います 

 

会長 それでは、これより日程に入ります。 

日程第１会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、議席番号５番 
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横江年男委員、議席番号９番 木下範明委員以上の両人を指名いたします。 

 

会長 

 

次に、日程第２報告第１０号「農地法第４条第１項第８号の規定による届出

の報告について」番号１番から５番までの案件を議題とし、事務局より報告事

項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

報告第１０号農地法第４条第１項第８号の規定による届出について説明いた

します。 

この届出は、市街化区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の届出は、５件です。議案書は、２ページから３ページでございます。 

 

番号１番、２番は、その使用目的は異なりますものの、同一人物による、隣

接する届出でございます。 

番号１番は、西草津一丁目に住所を有する、届出人が一戸建て住宅として、

届出人が所有する西草津一丁目地先の田１筆３３０㎡を転用されようとするも

のです。 

届出地は、周囲の道路高に合わせるように７０ｃｍ程度の盛土を行われます。 

土留工として西側には擁壁を設置されます。 

雨水排水につきましては、南東側に雨水桝を設置し東側道路側溝へ放流され

ます。 

隣接地は田・道路でありますが、田の所有者は届出人になるため、隣地承諾

が必要な農地はございません。 

 

番号２番は、西草津一丁目に住所を有する、届出人が露天駐車場として、届

出人が所有する西草津一丁目地先の田１筆２５２㎡を転用されようとするもの

です。 

届出地は、周囲の道路高に合わせるように７０ｃｍ程度の盛土を行われます。 

土留工として東側には擁壁を設置されます。 

雨水排水につきましては、北西側に雨水桝を設置し北側道路側溝へ放流され

ます。 

隣接地は田・道路でありますが、田の所有者は届出人になるため、隣地承諾

が必要な農地はございません。 

 

番号３番は、矢倉二丁目に住所を有する、届出人が共同住宅用地として、届

出人が所有する矢倉二丁目地先の田１筆７７４㎡、畑１筆１９㎡、地目田、現

況畑１筆２１８㎡計１,０１１㎡を転用されようとするものです。 

届出地は、東側の周囲の道路高に合わせるように９０ｃｍ程度の盛土を行わ
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れます。 

土留工として東側、北側、西側には擁壁を設置されます。 

雨水排水につきましては、南東側の雨水桝を通じ、新設する道路側溝へ放流

されます。 

隣接地は里道・水路・地目田、現況水路であり、隣地承諾が必要な農地はご

ざいません。 

 

番号４番は笠山三丁目に住所を有する、届出人が自宅の進入路として、届出

人が所有する笠山三丁目地先の地目畑、現況雑種地１筆７２㎡を転用されよう

とするものです。 

本届出は、顛末案件であり、昭和３０年頃に、周囲一帯の畑を購入された際

に、農作業用の進入路として利用されており、昭和４０年頃に住宅を建築する

際に、住宅の進入路とするために拡幅し、住宅の進入路として使用されてきま

した。 

顛末案件であり、造成工事等はございません。 

隣接地は畑・宅地・地目畑、現況道路であり、隣地承諾が必要な農地はござ

いません。 

 

番号５番は野村六丁目に住所を有する、届出人が住宅敷地として、届出人が

所有する野村六丁目地先の地目田、現況宅地１筆７９㎡を転用されようとする

ものです。 

本届出は、昭和４０年に農地転用届出をされ、受理された形跡がありますが、

今日まで、地目変更を行っておられなかったため、再度農地転用を提出いただ

きました。 

本来は、受理済証明を発行のうえ、それをもって地目変更を行われますが、

受理されたのが昭和４０年であり、面積が平米ではなく、畝、反の尺貫法に基

づく表示であり、法務局では、受理済証明をもって地目変更が困難であるとの

ことでございました。 

既に宅地化していることから造成工事等はございません。 

隣接地は里道・宅地・道路であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

なお、本届出につきましては、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６

の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問題

ないものとし、番号１番および番号２番は３月９日付、番号３番は３月７日付、

番号４番は３月１７日付、番号５番は３月１日付にて専決規定に基づき、局長

専決により受理しております。 
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会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきます

よう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第１０号を終わります。 

 

会長 次に、日程第３報告第１１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出

の報告について」番号１番から７番までの案件を議題とし、事務局より報告事

項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

報告第１１号農地法第５条第１項第７号の規定による届出について説明いた

します。 

この届出は、市街化区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等の権利

移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の届出は、７件です。議案書は、４ページから６ページでございます。 

 

番号１番は、市内で不動産業を営む譲受人が露天駐車場として、譲渡人の所

有する追分一丁目地先の田１筆６１４㎡を売買にて取得し、転用されようとす

るものです。 

届出地は、西側の里道から進入する予定であり、高さを合わせるよう、２０

ｃｍ程度盛土を行われます。 

届出地は、隣接地と高低差が生じないため、土留め工等はなされません。 

雨水排水は、浸透式とし余剰水は里道横の水路へ放流するように勾配を付け

処理されます。 

隣接地は、田・地目田、現況宅地・里道であり、田の所有者は届出人である

ことから、隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

次に番号２番は、現在、京都市内で不動産業を営む、譲受人が露天駐車場と

して、譲渡人の所有する西草津一丁目地先の田１筆９１２㎡を売買にて取得し、

転用されようとするものです。 

届出地は、周囲の道路高と合わせるように、３０ｃｍ程度の盛土を行われま

す。 

届出地の北側はのり面処理（１：１.１８）とし、高低差が生じないようにさ

れます。 

東、南、西側は道路であり、面一となるため土留め工の必要はありません。 
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雨水排水につきましては、基本浸透式とし、余剰水は敷地一円に敷設されて

いる道路側溝、水路へ放流されます。 

隣接地は、水路・道路であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

次に番号３番は、守山市内で不動産業を営む、譲受人が分譲宅地（三区画）

として、譲渡人の所有する西草津一丁目地先の田１筆３９３㎡、地目雑種地 現

況田１５㎡計４０８㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、北側の道路高と合わせるように、６０ｃｍ程度の盛土を行われま

す。 

造成に伴って高低差が生じる箇所はないため、土留工はなされません。 

雨水排水につきましては、宅地毎に設置する雨水桝から新設する道路側溝へ

放流されます。 

隣接地は、田・宅地・雑種地・道路であり、田については申請人であるため、

隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

次に番号４番は、栗東市内で不動産業を営む、譲受人が露天資材置場として、

譲渡人の所有する西矢倉三丁目地先の田６筆計２,５９８㎡を売買にて取得し、

転用されようとするものです。 

切盛土はせず、地ならし程度とされます。 

雨水排水につきましては、基本浸透式で対応されます。 

隣接地は、田・ため池・水路であり、田については隣地承諾を得るべく、隣

接土地所有者に説明を行ってこられましたが、農地への被害防除対策以外の理

由で承諾印はいただけませんでした。 

造成工事等はないため、この転用に関しては問題ないものとし、地区担当委

員にも説明をおこなったうえで隣地承諾は不要といたしました。 

 

次に番号５番は、渋川一丁目に住所を有する、譲受人が露天資材置場として、

譲渡人の所有する西渋川二丁目地先の田１筆３７８㎡、地目田、現況畑１筆５

３㎡計４３１㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、北側の道路高と合わせるよう１ｍ程度の盛土を行われます。 

高低差が生じないよう、隣地との間はのり面処理を行われます。 

雨水排水につきましては、基本、浸透式とされます。 

隣接地は、田・里道・道路であり、田の所有者からは隣地承諾を得られてお

ります。 

 

次に番号６番は、京都市内に住所を有する譲受人２名が土地区画整理事業に

伴う住宅用地として、譲渡人が所有する南草津プリムタウン土地区画整理事業
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区域内にある野路町地先の田２筆３２８㎡仮換地面積１９１㎡を売買にて取得

し、転用されようとするものです。 

周囲は、土地区画整理事業区域内でありますことから、隣地承諾を得なけれ

ばならない農地はございません。 

 

次に番号７番は、譲受人は番号１番と同じ法人になります。 

番号 7 番は、市内で不動産業を営む譲受人が露天資材置場として、譲渡人の

所有する矢橋町地先の畑１筆４９５㎡を売買にて取得し、転用されようとする

ものです。 

届出地は、北側の市道から進入する予定であり、高さを合わせるよう、１５

ｃｍ程度盛土を行われます。 

隣接地と高低差が生じる箇所はコンクリートブロックを土留め工としてなさ

れます。 

雨水排水は浸透式とし、余剰水は北側道路側溝へ放流するように勾配を付け

処理されます。 

隣接地は、畑・道路であり、畑の所有者からは隣地承諾を得られております。 

 

最後に、本届出については、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６の

３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問題な

いものとし、番号１番、７番は３月１６」日付、番号２番、６番は３月６日付、

番号３番、５番は３月９日、番号４番は３月３日付にて専決規定に基づき、そ

れぞれ局長専決により受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手の上、議席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきます

よう、お願いします。 

 

７番 

 

 

３番の案件ですけれども、登記地目雑種地、現況田とありますが雑種地も含

めないといけないのでしょうか。 

事務局 

 

 

農地法は、地目が農地あるいは現況が農地の時に適用されますので、地目が

雑種地であっても、現況は田であれば転用の対象となります。 

会長 その他、御意見御質問はございませんか。 

 

 （質問・意見なし） 
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会長 

 

発言が無いようですので、報告第１１号を終わります。 

会長 

 

次に、日程第４議第１５号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を議題とし、事務局か

ら議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第１５号農地法第３条第１項の規定による許可について説明します。この

申請は、農地の権利移転・権利設定にかかる申請です。 

今月の申請は、７件です。 

議案書は、７ページ、８ページです。 

 

最初に番号１番と番号２番は関連する案件ですので一括にて説明させていた

だきます。 

馬場町に住まれる譲受人が譲渡人２名の所有する馬場町地先の畑３１０㎡お

よび３３７㎡、計６４７㎡を売買にて取得されようとするものです。 

申請地は、所有者が高齢のため耕作できず、遊休農地となっております。 

そのため、隣接地にお住まいの認定農業者である譲受人が取得され、耕作さ

れるものであります。 

作付け計画については、露地野菜を作付される予定です。 

なお、この４月１日施行されました農地法の改正により下限面積要件は廃止

されましたが、今回の取得により譲受人の耕作農地は、７,６１０㎡となります。 

また、その他の要件についてですが、第１号の全部効率化要件については、

現在所有する農地について全て耕作されており、取得後においても効率的に利

用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではないた

め該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事でき

ると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしておりま

す。 

 

次に番号３番と番号４番も関連する案件ですので一括にて説明させていただ

きます。 

馬場町に住まれる両人がそれぞれ所有する馬場町地先の田１８５㎡を交換に

て取得されようとするものです。 
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地図の６枚目を御覧ください。 

番号４番の申請地は、平成４年に４番の譲受人が田の区画を整理された際、

交換が行われ、譲受人の田として一体的に耕作されてまいりました。 

両者、納得のうえでのことでしたが、今回、当該地が圃場整備実施区域とな

りましたことから、実態に合わせるため、申請があったものでございます。 

作付け計画については、水稲を作付される予定です。 

なお、この４月１日施行されました農地法の改正により下限面積要件は廃止

されましたので、４番の譲受人は田の多くを貸付けされていることから、経営

面積が７.２アールになっておりますが、問題ございません。 

また、その他の要件についてですが、両者とも第１号の全部効率化要件につ

いては、現在所有する農地について全て耕作されており、取得後においても効

率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではないた

め該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事でき

ると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしておりま

す。 

 

次に番号５番から７番もそれぞれ関連する案件です。 

番号５番は、譲受人が譲渡人の所有する山寺町地先の田３筆計４,７１３㎡を

売買にて取得されようとするものです。 

申請地は、馬場・山寺地区土地改良事業（圃場整備）区域内の農地です。 

譲渡人が、圃場整備を機に申請地を売却し、既に耕作されている田がありま

す山田学区に農地を集約しようと考えられ、譲受人との間で話がまとまり、申

請があったものです。 

栽培計画については、今後、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部効

率化要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、取得後

においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではないた

め該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事でき

ると認められます。 
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第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしておりま

す。 

 

番号６番は、譲受人が譲渡人の所有する北山田町地先の田４筆計５,１１２㎡

を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は、申請地近隣で田５,４２９㎡を耕作されており、農地の集約を図り

たいと考えておられたところ、譲渡人との話がまとまり、今回申請がありまし

た。 

栽培計画については、今後、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部効

率化要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、取得後

においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではないた

め該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事でき

ると認められます。 

第６号の地域調和要件については、取得されます地元の生産組合長の同意も

得られており、地域調和に支障を生ずる恐れがないと認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしておりま

す。 

 

番号７番は、譲受人が譲渡人の所有する北山田町地先の田２筆計２,１５６㎡

を売買にて取得されようとするものです。 

譲受人は、番号２番の案件で田を提供され、その代替地を探されたところ、

譲渡人と話がまとまり、今回、申請があったものです。 

栽培計画については、今後、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部効

率化要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、取得後

においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第３号の信託要件については、信託の引き受けによる権利の取得ではないた

め該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事でき

ると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございません。 
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以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしておりま

す。 

 

以上、許可申請７件につきまして、添付書類等を確認いたしましたが、不備

等はないものと考えますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果なら

びに補足説明をお願いします。番号１番から５番までの案件につきましては、

議席番号１番委員お願いします。 

 

１番 

 

 

１番と２番の案件につきましては、３月７日に１番推進委員さんと現地確認

を行いました。事務局からの説明のとおりでございます。３番と４番の案件に

つきましては、３月１２日に１番推進委員さんと現地確認を行いました。こち

らも事務局からの説明のとおりでございます。５番の案件につきましては、昨

年の９月２８日に現地確認を行いました。事務局からの説明のとおりでありま

す。以上ご審議よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号６番と７番の案件につきましては、議席番号５番委員お願いします。 

 

５番 

 

 

昨年の１０月１４日農林水産課の職員の方に説明をしていただき、５番推進

委員さんと現地確認を行いました。その結果何の問題もありませんでしたので、

署名捺印をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方は、

挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよう、お

願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第１５号「農地法第３条第１項の規定によ

る申請に対し、許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を原案

のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 
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会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１５号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて」番号１番から７番までの案件を原案のとおり決定いたしま

した。 

 

会長 

 

次に、日程第５議第１６号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番と２番の案件を議題とし、事務局から議案

の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

農地法第４条第１項の規定による申請について説明させていただきます。 

この申請は、市街化調整区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の申請は、２件です。議案書は、９ページです。 

 

番号１番について説明いたします。 

番号１番は、自己居住用一戸建専用住宅として、申請人が所有する青地町地

先の地目田、現況雑種地１筆２９４㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、南側に地目山林、現況雑種地、西側に山林、北側に宅地、田、東

側に道路となっており、東側の道路高に合わせるように敷地内は切土と盛土が

最大４０ｃｍ程度行われます。 

土留工として、北側、西側に擁壁を設置され、南側にはコンクリートブロッ

クを設置されます。 

雨水排水については、東側に向けて勾配をつけ、新設する雨水桝から隣接す

る水路へ放流されます。 

隣接地は、山林・地目山林、現況宅地・田・宅地であり、田の所有者からは

隣地承諾を得られております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、申請地からお

おむね５００ｍ以内に志津小学校、志津幼稚園があることから、公益的施設の

整備状況が一定程度に達している第３種農地と判断されます。 

また、第３種農地での農地転用申請については、原則許可することとなって

おります。 

一般基準については、見積書、残高証明書の添付があり、事業の目的が確実

に果たされると判断されます。 

 

番号２番について説明いたします。 

番号２番は、自己用住宅として、申請人が所有する矢橋町地先の地目畑、現

況宅地１筆４０９㎡を転用されようとするものです。 
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申請地は、既に住宅として利用されていることから顛末書を添付のうえ申請

がなされました。 

申請地は、昭和５８年頃に、申請人の父親が農地法の不知から、許可を得ず

に住宅を建築し、今日まで使用されてきました。 

申請地は、顛末案件であるため造成等の工事はございません。 

隣接地は、宅地・里道・道路であるため、隣地承諾が必要な農地はございま

せん。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投資

の対象となっていない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地で、市街化が見

込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農地での事

業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと判断されま

す。 

一般基準については顛末案件であるため、事業の目的が確実に果たされると

判断されます。 

 

以上、２件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えます

ので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果なら

びに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号１番 

委員お願いします。 

 

１番 

 

 

３月１９日に１番推進委員さんと現地確認を行いました。地目田、現況雑種

地のところです。事務局からの説明のとおりであります。何の問題もないと判

断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号２番の案件につきましては、議席番号４番委員お願いします。 

 

４番 

 

 

３月２日に４番推進委員さんと現地確認を行いました。事務局からの説明の

とおりでございます。その時点では、業者さんの書類が揃っておりませんでし

たが、３月１７日書類一式を持ってこられましたので、署名捺印をいたしまし

た。何の問題もないと判断いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。 

これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方は、
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挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよう、お

願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第１６号「農地法第４条第１項の規定によ

る申請に対し、許可をすることについて」番号１番と２番の案件を原案のとお

り決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１６号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて」番号１番と２番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

次に、日程第６議第１７号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番の案件を議題とし、事務局から議案の朗読

と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第１７号農地法第５条第１項の規定による申請について説明させていただ

きます。 

この申請は、市街化調整区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等の

権利移転または権利設定に伴う転用です。 

今月の申請は、１件でございます。議案書は、１０ページです。 

 

番号１番について説明いたします。 

番号１番は、市内で不動産業を営む譲受人が露天資材置場として、譲渡人の

所有する北山田町地先の田１筆２,４４２㎡売買にて取得し、転用されようとす

るものです。 

申請人は、不動産仲介業のほか、リフォーム工事等を請け負っておられ、事

業拡大に伴いリフォームの受注が増加していることから資材の置き場が必要に

なってきたため本申請をなされました。 

申請地は、北側道路高に合わせるよう、１ｍ程度の盛土を行われます。 

土留め工として、東側、南側、西側の一部に擁壁を設置されます。 

雨水排水については、北側に向けて敷地勾配をつけ、北側に設置する雨水桝
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に集水し、道路側溝へ放流されます。 

隣接地は、宅地・田・水路・道路であり、田の所有者からは隣地承諾を得ら

れております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、申請地からお

おむね５００ｍ以内に山田小学校、山田こども園があることから、公益的施設

の整備状況が一定程度に達している第３種農地と判断されます。 

また、第３種農地での農地転用申請については、原則許可することとなって

おります。 

一般基準については、見積書、融資証明書の添付があり、事業の目的が確実

に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当しな

いことから許可相当と考えます。 

 

以上１件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えますので、

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果なら

びに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号６番 

委員お願いします。 

 

６番 

 

 

事務局から説明がありましたとおりでございます。何の問題もございません。

３月８日に６番推進委員さんと現地確認を行いました。よろしくお願いいたし

ます。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方は、

挙手の上、議席番号と氏名を名乗っていただき、ご発言いただきますよう、お

願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第１７号「農地法第５条

第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１番の案件を

原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 
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 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１７号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可を

することについて」番号１番の案件は原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

次に、日程第７議第１８号「相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付に

つき、議決を求めることについて」番号１番の案件を議題とし、事務局から議

案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第１８号相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付につき、議決を求

めることについて説明します。 

相続により農地を取得した場合には相続税が課せられますが、納税猶予の適

用を受けようとする方はこの証明書を添付し、税務署に申告する必要があるた

め、今回証明願が１件提出されたものです。 

議案書は、１１ページです。 

 

はじめに、相続税納税猶予制度の概要を説明します。 

農業相続人（農業後継者）が、農業を営んでいた被相続人から農地を相続し

て自ら農業を営む場合は、相続税の申告期限（死亡日の翌日から１０月以内）

までに申告することにより、相続税納税猶予の特例の適用を受ける農地等の価

格のうち、農業投資価格を超える部分の相続税が猶予されるものです。 

なお、今回猶予された相続税は、被相続人がお亡くなりになられた日に遡り、

免除されます。 

次に、特例の適用が受けられる人ですが、議案書の１１ページにありますよ

うに、被相続人は、お亡くなりになるまで農業を営まれていたことから、被相

続人の要件に該当します。 

また、相続人についてですが、番号１番は相続した農地で相続税の申告期限

までに農業経営をされますため、相続人の要件に該当します。特例の対象とな

る農地等については、南草津三丁目地先の田３筆、計８８９㎡であり、遺産分

割協議書に当該農地が記載されていることから、納税猶予の対象となる農地の

要件に該当します。 

よって、必要となる要件を満たしており、申請書類等の内容につきましても

不備等はないものと認められますことから、相続税の納税猶予に関する適格者

証明書を交付することについて御審議賜りますようよろしくお願いします。 

  

会長 以上で事務局の説明が終りました。これより、質疑に入ります。 
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 ただいまの、事務局からの説明について、ご発言のある方は、挙手の上、議

席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願いします。 

 

１１番 

 

 

適格者証明書の交付に反対はありません。田んぼを行うには、やりにくい場

所かと思われるのですが、今まできちんと田んぼはされていたのでしょうか。 

 

事務局 

 

 

現地確認をしましたところ、草刈りもきちんとされており整備された状態で

ありました。納税猶予の場合は、税務署から定期的に耕作されているかどうか

の照会が事務局にきます。このことは申請者さんもご存知ですので、事務局と

しても引き続き見守っていきたいと思います。 

 

会長 その他、御意見御質問はございませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第１８号「相続税の納税

猶予に関する適格者証明の交付につき、議決を求めることについて」番号１番

の案件は原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１８号「相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付につき、

議決を求めることについて」番号１番の案件は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

会長 

 

次に、日程第８議第１９号「草津市農業委員会事務局規程の改正につき、議

決を求めることについて」の案件を議題とし、事務局から議案の朗読と説明を

願います。 

 

事務局 

 

 

議第１９号草津市農業委員会事務局規程の改正について説明します。 

本日配布いたしました資料、草津市農業委員会事務局規程を御覧ください。 

第２条、参与を廃止し、主幹を設置するものです。これは、市職員の定年が

延長されたことにより、市の規則が改正されますことから、事務局規程も改正

しようとするものです。 

続いて第４条は、農地法の改正により、条ずれが起こったため、法と合わせ
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るよう改正するものでございます。 

ちなみに、これは、毎月のように報告させていただいております市街化区域

の転用についてのことでございます。 

以上、簡単ではございますが、草津市農業委員会事務局規程の改正について

の説明とさせていただきます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局からの説明について、ご発言のある方は、挙手の上、議

席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第１９号「草津市農業委

員会事務局規程の改正につき、議決を求めることについて」の案件は原案のと

おり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１９号「草津市農業委員会事務局規程の改正につき、議決を求

めることについて」の案件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

次に、日程第９議第２０号「草津市農業委員会が保有する個人情報の保護に

関する規定の制定について」の案件を議題とし、事務局から議案の朗読と説明

を願います。 

 

事務局 

 

 

 

議第２０号草津市農業委員会が保有する個人情報の保護に関する規程の制

定について説明します。 

これは、国において法律が公布、改正（デジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律が公布され、これに基づき個人情報の保護に関する

法律が改正）されますことから、本委員会におきましても、平成 18 年に制定

いたしました「草津市農業委員会個人情報保護条例施行規程」を廃止し、新た

に「草津市農業委員会が保有する個人情報の保護に関する規程」を制定しよう

とするものです。 

以上、簡単ではございますが、草津市農業委員会が保有する個人情報の保護

に関する規程の制定についての説明とさせていただきます。 
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会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局からの説明について、ご発言のある方は、挙手の上、議

席番号と氏名を名乗り、ご発言いただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２０号「草津市農業委

員会が保有する個人情報の保護に関する規定の制定について」の案件は原案の

とおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２０号「草津市農業委員会が保有する個人情報の保護に関する

規定の制定について」の案件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

事務局長 

 

次に、日程第１０議第２１号「農用地利用集積計画案の決定につき、議決を

求めることについて」を議題としますが、この案件については、議席番号３番 

中野隆史委員、議席番号７番 山本英裕委員、議席番号９番 木下範明委員、

議席番号１１番 小川雅嗣委員の各委員が当事者でございますので、農業委員

会等に関する法律第３１条に基づき、議事参与の制限により、当該事案の審議

開始から終了まで退席をいただきます。関係事案の終了後には、入室していた

だきます。 

 

 （各委員 退席） 

 

事務局長 

 

中野会長が不在のため、ここからは草津市農業委員会規程第２条第３項の規

定により副会長の議席番号１番 山元泰宏委員が職務を代理いたします。 

 

副会長 

 

それでは、議第２１号「農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を求

めることについて」を議題として、農林水産課より議案の朗読と説明を願いま

す。 

 

農林水産課 

 

議第２１号農用地利用集積計画（案）について、ご説明申し上げます。 

こちらは、農業経営基盤強化促進法第１８条に、市町村は、農林水産省令で
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定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めな

ければならない。と規定があり、農業委員会の決定を求めるものです。 

まず、お配りしております「農用地利用集積計画【利用権設定】（案）令和

５年４月２８日公告」をご覧頂きたいと思います。１ページめくってもらいま

して「利用権設定面積集計」と書かれているページがございます。まず、こち

らについて、説明いたします。令和５年５月１日に利用権設定する件数につき

ましては、左上の表を御覧ください。全体が２５４筆でして、面積は３５７,

４４２㎡となります。内訳といたしましては、田が２３６筆で、面積は３４４,

３２９㎡、畑が１８筆で、面積は１３,１１３㎡です。 

続きまして、右の表に移って下さい。令和５年５月１日に設定後の累計数値

になります。全体の合計筆数は３,８６５筆、面積は６,０６１,８０２.４９㎡と

なっております。内訳といたしましては、田が３,６９６筆で面積は５,９２９,

４５３．３２㎡、畑が１５８筆で面積は１２９,０３９.４６㎡。その他が１１

筆で面積は３,３０９.７１㎡です。 

また、右端の表ですが、令和５年５月１日付け利用権設定予定の筆数を、設

定期間別に集計したものとなります。 

３年未満が７１筆、３年以上６年未満が１１２筆、６年以上９年未満が２１

筆、９年以上１２年未満が５０筆、計２５４筆です。 

個々の設定につきましては２ページ以降に掲載しておりますが、詳細な説明

は省略させていただきます。 

以上で令和５年４月２８日公告、農用地利用集積計画（案）の内容について

の説明を終わります。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

副会長 

 

以上で農林水産課の説明が終りました。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、発言のある方は、挙手の上、議席番

号と氏名を名乗ってから、ご発言いただきますようお願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

副会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第２１号「農用地利用集

積計画（案）の決定につき、議決を求めることについて」を原案のとおり決定

することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

副会長 挙手全員であります。 



23 

 

 よって、議第２１号「農用地利用集積計画（案）の決定につき、議決を求め

ることについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

副会長 

 

審議が終了しましたので議席番号３番 中野隆史委員、議席番号７番 山本

英裕委員、議席番号９番 木下範明委員、議席番号１１番 小川雅嗣委員の入

場を認めます。 

 

 （各委員入室） 

 

副会長 

 

議事のスムーズな運営にご協力いただきありがとうございました。それでは

会長に引き継ぎます。 

 

会長 

 

以上で、本日の会議に付議された許可等の各案件は、すべて議了されたもの

と認めます。 

 

  

  

  

  

 閉会 １５時１０分 
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